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本ご案内は、医療的ケアが必要な児童に関する個別の対応が必

要となる事項につきまして、『流山市認可保育施設入所案内（以

下、『入所案内』）』を補完する形でご案内するものとなります。

そのため、入所案内も併せてご覧いただくようお願いいたします。 

また、児童を安全にお預かりするためには、保育所、保護者、

医療機関の連携が必要不可欠となります。安全な保育の実施のた

めにも、ご協力をお願いいたします。  

 

１  受け入れ対象  

 安全に保育と医療的ケアを提供できるよう、以下のすべての要

件を満たしている児童を対象とします。  

（１）対象年齢  

 満２歳以上の児童  

※流山市に住民登録があること。  

（２）医療的ケアの内容  

①喀痰吸引（口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内）、ネブライ

ザー吸入  

②  経管栄養（胃ろう・腸ろう・経鼻）  

③  血糖測定、インスリン投与  

④  導尿  

⑤  人工肛門  

⑥  酸素療法  

 ※上記以外の医療的ケア行為については、一度保育課までご相談くだ

さい。  

 ※チューブ類やカニューレ等、医療器具の交換等は、保護者の管理の

もと自宅もしくは医療機関で行います。市立保育所ではチューブ類

やカニューレ等の挿入、抜去は行いません。  

 ※経鼻経管栄養は、事前に保護者が留置固定したチューブへの注入を

行います。  
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（３）事前に主治医等に確認いただきたい事項  

医療的ケア児に対する保育の実施に際しては、保育士や看

護師等の人員配置のほか、施設や設備などの環境整備が必要

となります。  

また、保育所では、多くの児童が同じ環境の中で過ごして

いるため様々な感染症が発生しますが、医療的ケア児は、感

染症の罹患により重症化につながるリスクが高まる場合が

あります。  

医療的ケア児に安全な保育を行うためには、児童の状態に

応じた対応が必要なため、面談の際に以下の項目について伺

わせていただきますので、主治医等に事前に確認していただ

きますようお願いいたします。  

 

①  主治医が保育所での集団生活が可能と認めているか。  

②  主治医が保育所での医療行為が必要と認めているか。  

③  在宅での医療的ケアを開始して半年以上が経過し、かつ状態が安

定しているか。  

④  看護師が実施する医療的ケアを妨げずに受け入れられるか。  

⑤  入所前に緊急時対応・緊急時搬送の受け入れ先となる医療機関が

決まっており、必ず対応してもらうことができるか。  

⑥  医療的ケアの実施時のトラブル、カニューレやチューブ（胃ろう・

腸ろう・経鼻）の内腔の詰まりや事故抜去、医療機器の破損・故

障等のトラブルが発生した場合に、医療機関への搬送の対応で良

いと主治医が判断しているか。  
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２  実施内容  

 

（１）受け入れ施設  

平和台保育所   

 

（２）受け入れ時間  

８時３０分～１６時３０分（月～金曜日）  

※土曜・日曜・祝日・年末年始（１２ /２９～１ /３）を除き

ます。  

 

（３）定員  

原則２名  

 

（４）その他  

・看護師の不在により、保育所での医療的ケアが実施できない

場合があります。  

・園外保育や遠足などで医療的ケアの実施が困難な場合は、保

護者の同伴をお願いします。  
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３  入所までの流れ  

 ８ページに記載しているとおり、随時受付をしております。入

所決定までには時間を要しますので、お早めにご相談くださいま

すようお願いします。  

 

（１）事前相談  

保育課まで保育施設へ入所したい旨を電話でご相談ください。 

（保育課℡：０４－７１５０－６１２４）  

児童の医療的ケア状況の聞き取りと入所に関する説明を行う

とともに、ご希望がありましたら、保育所の施設見学についても

ご案内いたします。  

 

（２）申込み  

①保護者は、以下の書類を保育課までご提出ください。  

◆「教育・保育給付認定申請書兼利用申込書一式」  

◆「医療的ケアに関する主治医意見書」  

◆「医療的ケア面談票」  

※「医療的ケアに関する主治医意見書」は主治医に記入いただくも

のとなります。  

※ 保 育 所 に お い て 医 療 的 ケ ア を 実 施 す る に あ た り 必 要 な 文 書 発 行

に要する費用等については保護者負担となります。  

②保育課にて面談日程の調整を行います。  

 

（３）面談  

下記の書類をご用意いただき、平和台保育所までお越しくださ

い。  

◆母子手帳  

◆その他、児童の医療的ケア状況が分かる書類（任意）  

※ 面 談 は 以 後 の 手 続 き の た め 児 童 の 情 報 を 得 る こ と を 目 的 と し て

おり、受け入れ可否の判断は行いません。  

※面談の際は必ず児童本人と一緒にお越しください。また、児童と

保護者以外の方が参加される場合は 事前にご相談ください。  

※面談時間は１時間程度を予定しています。  
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（４）利用調整  

公立保育所における医療的ケア児については専用の定員を設

定しておりますので、他の児童との調整は原則として行いません。 

ただし、同時期に複数の医療的ケア児の申込みがあった場合に

は、流山市保育の利用に関する規則に基づく利用調整を行い、体

験保育を行う児童を決定します。  

※この利用調整は入所の可否を決定するものではありません。  

 

（５）体験保育  

保育所より体験保育に関する事前説明を行い、「体験保育申込

書」をお渡ししますので、体験保育開始日の前日までに保育所に

ご提出ください。  

体験保育では、保育所での集団生活が可能か等の確認をさせて

いただきます（実施期間は概ね５日程度ですが、児童の状況によ

り変動します）。  

 

（６）医療的ケア保育検討会の実施  

体験保育の様子や主治医意見書を参考に保育の可能性を総合

的に判断します。  

 

（７）受け入れについての保護者説明  

医療的ケア保育検討会の判断を踏まえ、結果をご連絡するとと

もに、下記の書類をお渡しします。  

◆「医療的ケア実施申込書」  

◆「医療的ケア指示書」  

◆「医療的ケア児の保育に関する同意書」  

 ※「医療的ケア指示書」は主治医に作成していただくものとなります

ので、保護者の方は主治医に「医療的ケア指示書」の作成を依頼し

てください。  

 

（８）受け入れ準備（主治医への聞き取り）  

①主治医が作成した「医療的ケア指示書」及び保護者が記入し

た「医療的ケア実施申込書」「医療的ケア児の保育に関する同
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意書」を保育課にご提出ください。  

②市役所職員より医療機関への受診同行の日程について相談

させていただきます。保護者の方は医療機関の予約をお願い

します（予約の際は、市役所職員が受診に同行することを伝

えておいていただきますようお願いします）。  

③市役所職員が保護者、児童本人と一緒に医療機関を訪問し、

集団生活での注意点や緊急時対応等の確認を行います。  

④医療機関訪問での様子や医療的ケア指示書をもとに、受け入

れ態勢の準備・調整を行います（ 1 か月程度お時間をいただ

く場合があります）。  

⑤受け入れ態勢が整い次第、保育課からご連絡します。  

 

（９）入所決定  

保育課より入所決定に関する書類をお渡しします。入所に必要

な書類の提出や持ち物、医療的ケアに必要な機材や消耗品等の準

備をお願いします。  

児童を安全に預かるため、入所開始から一定期間については保

護者付き添いの慣らし保育を行いますので、ご理解をいただきま

すようお願いします。  
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４  入所月別スケジュール  

入所の申込みは随時受付を行っておりますが、受け入れ準備

等がありますので、４か月前の月末までに申込みください。ス

ケジュールのイメージは以下のとおりとなりますが、児童の状

況により必ずしも記載のとおり進むとは限りませんので、あら

かじめご了承ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  保護者が育児休業取得中であり、復帰を目的に申し込む場合で、

申し込み時点で２歳未満の場合、２歳の誕生月から入所するスケ

ジュールで申し込みが可能です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談～面談まで

利用調整

体験保育

主治医への聞き取り

受入準備

入所決定

入所

入所の流れ

４か月前月末

３か月前中旬

３か月前下旬

２か月前上旬まで

２か月前中旬～

１か月前中旬

１か月前下旬

入所希望月

（例）４月入所

１２月まで

１月中旬

１月下旬

２月上旬まで

２月中旬～
３月中旬

３月下旬

４月１日

（例）９月入所

５月まで

６月上旬

６月中旬

７月上旬まで

７月中旬～
８月中旬

８月下旬

９月１日
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５  体験保育の流れ（イメージ）  

５日間を予定（保護者の付き添いをお願いします）  

１・２日目  ：９時～１０時４５分  

３日目    ：９時～１２時頃  昼食まで  

４・５日目  ：９時～１５時頃  午睡（お昼寝）まで  

※  体験保育は児童のご様子次第では、延長する可能性もあります。 

 

体験保育の注意点  

・体験保育中の医療的ケアは保護者に実施していただきます。保

護者は集団保育であることを踏まえた上で、安全に配慮して医

療的ケアを行ってください。  

・体験保育中の医療的ケアは、普段の様子を確認することを目的

としています。入所後は主治医の意見に基づき、集団保育の中

で医療的ケア担当看護師が実施するため、体験保育時の方法や

流れと異なることがあります。  

・体験保育中に使用した医療的ケアの消耗品やオムツ等のゴミは

保護者に毎日お持ち帰りいただきます。  

 

持ち物（体験保育時）  

・医療的ケアに必要な物品  ・オムツ、おしり拭き  

・着替え     ・上履き（２歳児クラス以上）  

・帽子     ・コップ、飲み物  

・おやつ（１、２歳児クラスのみ）  

・児童本人のお弁当（３日目以降）  

・保護者のお弁当（４日目以降）  

・ゴミ袋  

※入所後の持ち物については入所決定後に別途保育所より連絡します。  
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６  安全な保育のために  

（１）保育所との連携について  

・保育中の児童の容態の変化に伴う緊急事態に備え、保護

者は必ず複数の連絡先を明確にし、常時、保育所と連絡

が取れるようにしてください。  

・児童の健康状態などについて、些細な状況の変化であっ

ても、保護者は速やかに保育所に報告してください。  

（２）体調不良時の対応について  

・当日の朝、児童の体調が優れない場合は、児童の負担を

考慮し、家庭保育をお願いします。  

・保育中、児童の体調が優れない場合は、保護者の早急な

お迎え対応をお願いします。  

・体調不良となった翌日は、家庭保育をお願いします。  

（３）緊急時の対応について  

・予期せぬ事態により、生命の危険があると判断した場合

には、医師の指示書に従い対応を行うと同時に、救急車

を要請します。  

・緊急時の受診や救急搬送により発生する費用は、保護者

の負担とします。  

・緊急時は、保護者の早急なお迎え対応をお願いします。 

（４）主治医との連携について  

・保育及び医療的ケアの実施にあたり、保育所が主治医と

の面談が必要と判断した場合、保護者は速やかに面談の

調整を行ってください。  

・保育所から主治医に連絡した際、主治医の助言や必要な

対応が受けられるよう、保護者は事前に主治医と調整を

お願いします。  
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７  医療機器・医療消耗品の管理について  

（１）保育所で使用する医療機器、医療消耗品等は、保護者が持

参したものを使用します。  

（２）保育中に使用した医療機器や医療消耗品等は、保護者が毎

日持ち帰るものとします。  

（３）医療消耗品の保管数及び保管方法については、保護者と保

育所の話し合いで決めることとします。  

（４）医療機器のメンテナンスは、保護者が責任をもって行って

ください。  

 

８  災害時の対応について  

（１）入所時、災害時に持ち出す物品（医療機器、医薬品、非常

食等）や避難時の移動方法等について、保護者と保育所で

確認します。  

（２）保護者は、災害対策として３日分の非常食（栄養剤等）を

保育所に預けてください。  

 

９  給食について  

（１）給食の提供にあたり、特別な配慮（ミキサー食、とろみ食

等）が必要な場合、事前相談や面談の際に必ずご相談くだ

さい。  

（２）保育所での給食提供が難しい場合、保護者にお弁当の持参

をお願いする場合があります。  

 

 

 

 

 

 

《お問い合わせ》  

〒270-0192 

千葉県流山市平和台 1-1-1 流山市役所保育課  

電話 ：04-7150-6124（直通 ）  

 


